
別紙 

事業の許可申請の概要 

申請者 申請者の概要 
特定信書便事

業の参入分野 
提供区域 

事業開始 

予定日 

関

東 

１ 横浜ビジネスサ

ポート株式会社

代表取締役 

井上 知行 

設 立：平成 14 年１月 10 日 

住 所：神奈川県横浜市中区山下

町 28 番地２ライオンズ

プラザ山下公園 307 号 

資本金：300 万円 

事 業：利用運送業（集配利用運

送業を除く） 

73cm・４kg 超

の信書便物送

達の役務 

神奈川県及び

東京都（離島

を除く。） 

令和８年 

１月１日 

関

東 

２ 渓濱商事株式会

社 

代表取締役 

星 正輝 

設 立：平成 27 年４月２日 

住 所：神奈川県横浜市都筑区川

和町 645－２ 

資本金：500 万円 

事 業：貨物軽自動車運送業、集

配利用運送業 

73cm・４kg 超

の信書便物送

達の役務 

神奈川県、東

京都（離島を

除く。）、千葉

県及び埼玉県 

令和７年

12 月１日 

信

越 

３ 

 

サトー運送 

代表者 

佐藤 智宏 

設 立：－ 

住 所：長野県中野市大字一本木

147 番地 12 

資本金：－ 

事 業：貨物軽自動車運送業 

73cm・４kg 超

の信書便物送

達の役務及び

800 円超の料

金の役務 

長野県長野

市、上田市、

須坂市、小諸

市、中野市、

飯山市、佐久

市及び千曲市 

令和８年 

２月１日 

東

海 

４ 東新運輸株式会

社 

代表取締役 

杉山 崇 

設 立：昭和 40 年２月 15 日 

住 所：静岡県沼津市西沢田 31

番地の１ 

資本金：1,000 万円 

事 業：一般貨物自動車運送業、

その他の物品賃貸業 

73cm・４kg 超

の信書便物送

達の役務及び

800 円超の料

金の役務 

静岡県 令和８年 

１月１日 

東

海 

５ 株式会社大同ラ

イフサービス 

代表取締役 

秋田 康明 

設 立：昭和 44 年４月 15 日 

住 所：愛知県名古屋市南区大同

町四丁目７番地 

資本金：４億 9,000 万円 

事 業：建物売買・土地売買業、

不動産代理・仲介業、貸

家・貸間業、不動産管理

業、保険媒介管理業、各

種物品賃貸業、食堂・レ

ストラン業、コンビニエ

ンスストア業、自動販売

機による小売業、補助的

金融・金融付帯業、印刷

関連サービス業、印刷

業、警備業、建物等維持

管理業、施設給食業、そ

の他の宿泊業、集会場業 

73cm・４kg 超

の信書便物送

達の役務 

愛知県 令和８年 

４月１日 



別紙 

申請者 申請者の概要 
特定信書便事

業の参入分野 
提供区域 

事業開始 

予定日 

東

海 

６ 軽急便株式会社

代表取締役 

大谷 公二 

設 立：昭和 30 年４月 19 日 

住 所：愛知県名古屋市中区葵一

丁目 27 番 29 号 

資本金：２億 1,018 万円 

事 業：貨物軽自動車運送業、労

働派遣業 

73cm・４kg 超

の信書便物送

達の役務及び

800 円超の料

金の役務 

全国 令和８年 

４月１日 

東

海 

７ 戸谷運輸株式会

社 

代表取締役 

戸谷 仁美 

設 立：昭和 30 年７月 11 日 

住 所：愛知県名古屋市瑞穂区堀

田通八丁目２番地 

資本金：1,000 万円 

事 業：一般貨物自動車運送業、

倉庫業 

73cm・４kg 超

の信書便物送

達の役務及び

800 円超の料

金の役務 

愛知県 令和８年 

１月１日 

近

畿 

８ 丸髙運送株式会

社 

代表取締役 

森 末充 

設 立：昭和 31 年９月 19 日 

住 所：大阪府堺市東区日置荘北

町三丁 15 番 38 号 

資本金：4,000 万円 

事 業：一般貨物自動車運送業、

貨物軽自動車運送業、集

配利用運送業、倉庫業 

73cm・４kg 超

の信書便物送

達の役務 

大阪府 令和８年 

４月１日 

中

国 

９ 株式会社前田物

流サービス 

代表取締役 

前田 駿弥 

設 立：平成６年９月 26 日 

住 所：岡山県岡山市中区江崎

493 番地１ 

資本金：1,500 万円 

事 業：一般貨物自動車運送業、

貨物軽自動車運送業、倉

庫業(冷蔵倉庫業を除

く)、集配利用運送業 

73cm・４kg 超

の信書便物送

達の役務 

岡山県 令和８年 

１月１日 
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信書便約款の設定の認可申請の概要 
 

横浜ビジネスサポート株式会社及び東新運輸株式会社からそれぞれ申請があり、信書

便の役務の名称及び内容、信書便物の引受け、配達、転送及び交付の条件、送達日

数、料金の収受及び払戻しの方法、送達責任の始期及び終期、損害賠償の条件等の事

項について規定されている。 

 

 

 

信書便管理規程の設定の認可申請の概要 
 

事業許可申請があった９者からそれぞれ申請があり、信書便管理者の選任及び職務、信

書便物の秘密の保護に配慮した作業方法、事故発生時等の措置、教育及び訓練等の事項

について規定されている。 


